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建設経費 土地経費 臨時経費

サービス性質による
受益者負担分

サービス性質による
公費負担分

受益者負担分

使　用　料

施設に係るすべての経費

運営に係る経費 （ 人 ・ もの ）

公費 （税金） 負担分

　　公の施設の運営に係る費用を算出し、これを使用料等の算定根拠とします。
　　また、公費負担と受益者負担との均衡を図るため、公の施設が提供するサービスを
　性質別に分類し、分類ごとの受益者負担割合を設定します。


